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プ
ラ
ニ
オ
ル
の
民
事
責
任
論
と
方
法
論
的
特
色

|
|
後
世
へ
の
遺
産
と
時
代
的
制
約
の
比
較
法
的
考
察
|
|

士
口

手目

彦

田

民
事
責
任
論
|
|
各
論
的
「
ケ
l
ス
ス
タ
デ
ィ
」
と
し
て

近代民法学の思考様式

は
[
考
察
の
緒
|
|
レ
ミ
イ
契
約
不
履
行
論
と
の
関
係
]

私
は
一

O
年
程
前
に
、
民
法
四
一
五
条
[
債
務
不
履
行
]
の
帰
責
事
由
(
仲
良
655σ
吾
肌
)
の
要
件
解
釈
に
関
し
て
、
過
失
責
任
主
義
が
|
|

従
来
ド
イ
ツ
法
学
の
強
い
影
響
の
下
に
|
|
契
約
責
任
の
領
域
に
ま
で
拡
張
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
に
問
題
提
起
を
し
た
こ
と

(
1
)
 

が
あ
る
が
(
そ
の
際
に
、
英
米
法
及
び
フ
ラ
ン
ス
法
の
立
場
に
着
目
し
た
)
、
そ
の
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
一
法
化
の
動
き
に
お
い
て
も
同
様

(2) 

の
方
向
性
|
|
す
な
わ
ち
、
契
約
責
任
の
(
部
分
的
)
厳
格
責
任
化
ー
ー
が
あ
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
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シンポジウム

フ
ラ
ン
ス
法
の
近
時
の
契
約
不
履
行
に
関
す
る
議
論
の
動
向
は
、
大
い
に
関
心
を
そ
そ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

マ
ゾ
l

H
タ
ン
ク
教
授
の
も
の
を
通
じ
て
勉
強
し
始
め
た
頃
は
、
ド
イ
ツ
の
状
況
と
同
様
に
、

(3) 

契
約
責
任
に
お
い
て
も
フ
ォ

l
ト
原
理
は
一
般
化
さ
れ
て
語
ら
れ
て
い
る
と
の
印
象
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
近
時
の
議
論
で
は
様
相
は
一
変

し
て
、

|
l
わ
が
国
で
も
定
着
し
つ
つ
あ
る
「
結
果
債
務
」
「
手
段
債
務
」
論
を
克
服
す
る
形
で
|
|
フ
ラ
ン
ス
民
法
本
来
の
立
場
に
回

か
つ
て
、

フ
ラ
ン
ス
の
損
害
賠
償
法
を
、

帰
し
つ
つ
、
債
務
不
履
行
と
不
法
行
為
と
の
理
論
的
区
別
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
旗
手
と
も
吾
一
守
え
る
の
が
、

(
4
)
 

で
あ
る
。

レ
ミ
ィ
教
授
(
ポ

ワ
テ
ィ
エ
大
学
)
及
び
タ
ロ
ン
教
授
(
パ
リ
第
二
大
学
)

す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
拠
る
な
ら
ば
、
前
者
[
債
務
不
履
行
]
に
お
い
て
は
、
契
約
内
容
の
強
制
及
び
そ
の
等
価
物
と
し
て
の
金
銭
の
支
払

(
宮
古
B
B
H
沙
門
円
払
)
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
り
、
不
法
行
為
法
に
お
け
る
損
害
の
填
補
・
回
復
(
尽
宮

E
5ロ
)
原
理
と
は
理
論
的
に
異
な

(
従
っ
て
、
契
約
不
履
行
に
お
い
て
は
、
「
契
約
当
事
者
の
期
待
・
利
益
の
実
現
」
と
い
う
こ
と
が
、
損
害
賠
償
の
中
身
の
基

準
と
さ
れ
て
、
無
造
作
に
契
約
責
任
を
拡
張
す
る
こ
と
に
は
批
判
的
で
あ
る
)
。
ま
た
、
従
来
の
よ
う
に
、
民
事
責
任
の
傘
下
に
「
契
約
責

(5) 

任
」
(
円
。
∞
吉
宮
与
さ
恥
円
。
ロ
可
REm--m)
な
り
「
契
約
上
の
フ
ォ

i
ト
」
(
伊
豆
刊
の
025ngm]-m)
を
観
念
す
る
の
は
誤
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
た
。

こ
れ
は
鋭
い
問
題
提
起
で
あ
り
、
ま
た
過
失
責
任
主
義
か
ら
の
契
約
不
履
行
の
解
放
の
更
な
る
推
進
を
も
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の

る
と
さ
れ
る

こ
と
は
、
実
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
本
来
の
立
場
へ
の
回
帰
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
前
の
思
考
様
式
に
慣
れ
た
者
に
と
っ
て
は
極
め
て
斬
新
に

映
何 (2) る
故

れ
を
冒
頭

述

" た
か
と

つ
と

[
プ
ラ
ニ
オ
ル
民
事
責
任
論
の
影
響
力
]

フ
ラ
ン
ス
民
法
本
来
の
ス
タ
ン
ス
を
転
換
し
、
不
法
行
為
責
任
を
拡
充
し
て
、

フ
ォ

l
ト
も

ー

l
民
事
的
フ
ォ

l
ト

(pzぉ

2
2
r
)
と
い
う
形
で
|
|
民
事
責
任
に
一
般
化
す
る
こ
と
を
初
め
て
説
い
た
の
が
、
実
は
プ
ラ
ニ
オ
ル

(
6
)
 

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
(
契
約
不
履
行
と
不
法
行
為
と
は
、
債
務
原
因
が
「
契
約
」
と
「
法
」
と
い
う
形
で
異
な
っ
て
も
、
責
任
法
理
は
統
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一
的
で
あ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
)
。
そ
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
|
|
レ
ミ
ィ
教
授
も
指
摘
さ
れ
る
如
く
|
|
プ
ラ
ニ
オ
ル
の
こ
の
レ

ト
リ
ッ
ク
は
、
そ
の
後
も
承
継
さ
れ
て
、
そ
の
影
響
力
は
大
き
く
、
多
数
説
を
形
成
し
た
こ
と
で
あ
る

(
7
)
 

H
&
L
・
マ
ゾ
l
教
授
)
。

こ
れ
に
対
し
て
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
の
『
民
法
基
礎
概
論
(
叶
邑
広
臥
尽
B
O
D
E
B
骨
骨
。
E
n
E
-
)
』
の
後
の
注
目
さ
れ
る
理
論
研
究
で
あ
る
、

(8) 

R
・
ド
ゥ
モ

l
グ
の
「
結
果
債
務
」
「
手
段
債
務
」
論
は
、
債
務
不
履
行
(
契
約
責
任
)
の
側
か
ら
の
そ
の
特
殊
性
に
関
す
る
発
信
と
見
る

こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
こ
れ
す
ら
も
そ
の
後
は
、
不
法
行
為
責
任
と
パ
ラ
レ
ル
に
論
じ
ら
れ
る
|
|
す
な
わ
ち
、
「
結
果
債
務
」
「
手
段
債

務
」
は
各
々
、
無
過
失
責
任
と
過
失
責
任
と
に
対
応
す
る
と
さ
れ
る

l
!
と
こ
ろ
に
も
、
。
フ
ラ
ニ
オ
ル
の
理
論
枠
組
の
強
固
さ
を
感
じ
と

る
こ
と
が
で
き
る
(
周
知
の
よ
う
に
、
マ
ゾ
l
は
、
「
結
果
債
務
」
「
手
段
債
務
」
を
、
民
事
責
任
一
般
に
共
通
す
る
「
確
定
債
務

(CE加曲
目

(9) 

g口
伝
言
邑
ロ
な
)
」
「
熱
慮
・
注
音
ω
債
務
(
。
σ
z
m
E
E
S
号
宮

E
8
2
2
ε
5
2
8
)
」
と
い
う
タ
l
ム
で
置
き
換
え
て
い
る
)
o

し
か
し
そ
の

よ
う
な
「
契
約
法
」
の
側
か
ら
の
発
信
は
む
し
ろ
例
外
的
な
の
で
あ
り
、
「
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
責
任
」
「
物
に
よ
る
責
任
」
な
ど
の
領
域

(
例
え
ば
、

p
-
エ
ス
マ
ン
教
授
、

の
側
か
ら
発
信
し
て
、
契
約
不
履
行
の
方
に
法
理
的
波
及
が
及
ん
で
お
り
、
レ
ミ
イ
教
授
は
、
不
法
行
為
法
に
よ

る
「
契
約
不
履
行
」
の
吸
収
(
与
田
2
g
gロ
)
を
危
倶
さ
れ
て
い
る
が
、
か
か
る
状
況
は
、
ア
メ
リ
カ
で
説
か
れ
て
い
る
G
・
ギ
ル
モ
ア
の

(
凶
)

の
議
論
と
通
ず
る
も
の
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
動
き
の
前
駆
的
位
置
を
プ
ラ
ニ
オ
ル
が
占
め
て
い
る
こ
と
を
、
再
度
確
認
し

で
は
、
「
不
法
行
為
法
」

「
契
約
の
死
」

近代民法学の思考様式

て
お
き
た
い
。

ω
[プ
ラ
ニ
オ
ル
の
ス
タ
ン
ス
の
特
色
・
限
界
]

①
か
く
の
如
く
、
一
九
世
紀
末
か
ら
刊
行
さ
れ
た
体
系
書
に
お
い
て
、
不
法
行
為
原
理
を
起
点
と
し
て
、
フ
ォ

i
ト
法
理
[
過
失
責
任

主
義
]
を
一
般
化
す
る
理
論
を
プ
ラ
ニ
オ
ル
は
初
め
て
提
示
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
当
時
[
ベ
ル
・
エ
ポ
ツ
ク
期
]
の
時
代
思
潮
の
波
を
強

く
受
け
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
(
こ
の
点
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
法
歴
史
家
M
・ホ
l
ウ
イ
ツ
ツ
が
、
過
失
責
任

jヒィ去52(5・309)1713



シンポジウム

主
義
に
つ
き
、
歴
史
的
に
見
て
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
く
、
一
八
四
0
年
代
以
降
の
経
済
的
自
由
主
義
・
個
人
主
義
の
所
産
で
あ
る
と
指
摘

(

日

)

(

ロ

)

し
た
こ
と
で
あ
る
)
。
因
に
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
は
、
川

R
・
サ
レ
イ
ユ
と
違
っ
て
リ
ス
ク
理
論
を
拒
否
し
て
お
り
、
さ
ら
に

ω言
語
矛
盾
で
あ

(
日
)

る
こ
と
を
衝
い
て
、
「
権
利
濫
用
」
論
も
拒
否
す
る
の
で
あ
る
。

② 

(
M
)
 

と
こ
ろ
で
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
の
説
く
フ
ォ

l
ト
に
は
、
イ
ェ

i
リ
ン
グ
の
影
響
が
あ
る
旨
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
で
の
過
失

(
明
白
押
凶
ユ

r也
事
岳
山
〈
manv巳
門
日
明
白
)
と
は
微
妙
に
異
な
る
よ
う
に
私
は
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
に
お
い
て
は
、
フ
ォ

l
ト
は
、

「
予
め
(
先
に
)
存
在
す
る
義
務
の
違
反
[
義
務
を
尽
さ
な
い
こ
と
]
」

(
5
5
B
G
5
2
2ニ
ロ

5
0
E
m包
O
ロ
官
臥

Z
E
B
B
[吉
広
江

23])

(
日
)

と
定
義
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
あ
る
程
度
客
観
的
に
注
意
義
務
が
措
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
で
の
違
法
性
・
過
失
の
二

(
凶
)

元
論
の
原
型
を
形
成
し
た

R
・
イ
ェ

l
リ
ン
グ
の
「
有
責
性
」
論
文
で
は
、
主
観
的
・
心
理
主
義
的
な
「
過
失
」
理
解
が
な
さ
れ
て
い
て
事

情
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

)
の
相
違
の
背
景
の
理
解
は
難
し
い
が
、

一
方
で
イ
ェ

l
リ
ン
グ
の
場
合
に
は
|
|
必
ず
し
も
明
示
は
さ
れ
て
い
な
い
が
|
|
ド
イ
ツ

観
念
論
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
に
お
け
る
道
徳
の
内
面
化
、
さ
ら
に
は
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
の
教
父
神
学
に
ま
で
遡
る
ク
リ
ス
ト
教
思

(
口
)

の
思
弁
的
影
響
が
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
面
で
プ
ラ
ニ
オ
ル
の
側
で
は
、

想
(
そ
こ
か
ら
の
意
思
教
説
な
い
し

S
5
5
論
)

判
例
を
素
材
に
し
て
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
定
式
化
に
努
め
ら
れ
、
そ
の
中
で
自
由
主
義
の
確
保
が
は
か
ら
れ
た
こ
と
が
、
か
か
る
帰
結
を

(
国
)

導
い
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

北法52(5・310)1714
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シンポジウム

(
日
)
戸
〉
Z
5
r
s
-
号・

(
h
h

も

5
5円向。)=。

ω

∞
色
。
∞
示
・

(日

)
m
c
o
c
E
E
Z
E
2
0・0
〉
∞
切
の
き

5
7
8玄
開

Z司
王
閉
山
。
富
山
内
E
2
2
2己百円リ
E
S
-
-
N
2
F
H
∞
S
E
-今
1
・

(
口
)
吉
開
問
-H20・白
E

・
o・-∞・
2
に
は
、
カ
ノ
ン
法
の
宗
教
倫
理
的
視
角
や
観
念
の
営
み
へ
の
言
及
が
あ
る
。
因
に
、
ド
イ
ツ
観
念
論
哲
学
(
と
く
に
、

そ
こ
に
お
け
る
意
思
へ
の
注
目
)
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
教
父
神
学
と
の
関
連
に
注
目
す
る
も
の
と
し
て
参
考
に
な
る
の
は
、
何
回
〉
戸
E

H
Z「
O
F
印。己河内向
ω

印
。
勺
『
甲
山
間
印
開
日
一
同
42凹
冨
〉
E
Z
C
O勺
吋
国
間
玄
oum回目ニロ開
Z己

J

へ
(
出
向
〈
旬
込

C-P
呂
志
)-AS--
出
。
ー
で
あ
る
。

(凶
)
m
b
B
予
苫
ロ
ミ
ミ
・

5
ミ
ミ
~
h
h
H
n
b
E
匂
え
守
却
さ
室
内
(
色
白
円
三
よ
M
O
O
-
)
[
本
口
す
に
訳
出
さ
れ
る
]
=
o
M
mい
(

唱

-Z)
で
も
、
「
心
理
主
義
者
」
(
田
下

コ門
E

弘
正
問
)
と
解
す
る
の
は
誤
解
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
て
、
客
観
的
過
失
で
あ
る
旨
説
か
れ
て
い
る
。

方
法
論
的
特
色
|
|
|
レ
ミ
ィ
報
告
を
手
が
か
り
と
し
て

川
[
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
と
理
論
志
向
]

次
に
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
の
方
法
論
的
特
色
に
つ
い
て
、

レ
ミ
イ
報
告
[
本
号
掲
載
論
文
]
か
ら
教
え
ら
れ
る
幾
つ
か
の
こ
と
を
述
べ
て
お
き

た
い
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
第
一
に
、
先
述
し
た
こ
と
と
も
関
連
す
る
が
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
は
法
に
つ
い
て
懐
疑
的
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ス
ト
で
あ
る

旨
指
摘
さ
れ
、
法
の
。
フ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
変
化
〔
可
動
性
〕
を
認
め
る
こ
と
に
柔
軟
で
あ
る
旨
述
べ
ら
れ
る

(
凶
)

で
あ
る
と
す
る
)
。

(
実
務
家
的
視
点
か
ら
、
「
法

律
」
は
単
な
る
「
道
具
」
(
。

5
3

し
か
し
他
方
で
、
理
論
的
な
体
系
志
向
、
と
言
う
よ
り
、
所
定
の
概
念
(
例
え
ば
、

p
z
s・
0σ
臣
官
民
。
ロ
な
ど
)
に
よ
る
一
般
化
な
い
し
汎

用
性
あ
る
普
遍
化
志
向
が
強
い
と
こ
ろ
も
看
取
で
き
る
。
何
よ
り
も
、
前
述
の
民
事
責
任
論
と
い
う
不
法
行
為
法
理
を
一
般
化
さ
せ
た
捉
え

(
却
)

方
が
そ
う
で
あ
る
し
、
さ
ら
に
は
、
物
権
を
一
般
的
消
極
的
債
務
と
い
う
形
に
還
元
す
る
、
い
わ
ゆ
る
ベ
ル
ソ
ナ
リ
ス
ト
の
立
場
に
も
一
般

北法52(5・312)1716



化
志
向
は
見
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
は
、
英
米
の
分
析
哲
学
(
例
え
ば
、

J
-
オ
ー
ス
チ
ン
、

T
・
ホ
ラ
ン
ド
、
そ
し
て
ホ

l
フ
エ
ル

(
幻
)

ド、

J
・
C
-
グ
レ
イ
)
な
ど
と
の
親
近
性
も
窺
え
る
が
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
の
背
景
的
知
識
は
不
明
だ
と
も
さ
れ
る
の
で
、
憶
測
の
域
を
出
な

し、
。

凶
[
ド
イ
ツ
法
学
へ
の
憧
憶
]

ま
た
プ
ラ
ニ
オ
ル
の
思
想
形
成
に
あ
た
っ
て
は
、
イ
ェ

l
リ
ン
グ
|
|
彼
は
概
念
法
学
の
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ヤ
イ
ト
に
対
置
さ
れ
る
利
益
法

(
明
記
、

学
サ
イ
ド
の
論
客
と
さ
れ
る
l
l
B
の
影
響
の
大
き
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
カ
イ
ェ

1
リ
ン
グ
は
、

L
・
フ
ラ
ー
に
よ
っ
て
も
、
「
リ
ア
リ

(M) 

ス
ト
の
パ
イ
オ
ニ
ア
」
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
併
せ
て
想
起
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
一
八
八

0
年
代
の
「
科

の
引
き
金
と
な
っ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
起
草
の
動
き
で
あ
り
、

学
学
派
」

(hg-何
回

2
2
c
m告白
)
(
R
・
サ
レ
イ
ユ
、

F
-
ジ
ェ
ニ

l
)

ま
た
ア
メ
リ
カ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
(
及
び
そ
れ
へ
の
批
判
的
潮
流
)

ド
イ
ツ
法
学
か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る

そ
し
て

ルの
ウ代
エ表
リ 的
〆論
の者
ル(

K 
lレ
懐ル
疑ウ
王エ
義;;;:1} 
が25ン

プ L
フ・
ニフ
オラ
jレア
の)

立は
場
と元
親来
近は

性
が
あ
る
と
見
う
る
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
)
。

し
か
し
他
方
で
、
ド
イ
ツ
法
学
と
の
相
違
が
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
も
、
探
究
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
イ
ェ

l
リ
ン
グ
は
尊

敬
し
て
い
た
が
、
ド
イ
ツ
法
学
に
は
批
判
的
で
あ
っ
た

G
・
リ
ペ

l
ル
|
|
彼
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ

l
批
判
と
し
て
、

カ
ン
ト
的
・
キ
リ
ス
ト

近代民法学の思考様式

教
的
な
普
遍
的
道
徳
原
則
(
み
m
E
R
W
2
0
3
W
Eぞ

gnrm)
や
自
然
法
債
務
な
ど
の
人
々
の
法
共
同
体
的
意
識
か
ら
話
離
し
た
、
歴
史
主

義
的
・
民
族
主
義
的
な
神
秘
的
理
性
を
非
難
し
て
お
り
、
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
人
は
哲
学
の
暖
味
な
形
而
上
学
を
理
解
で
き
な
い
と
し
て
、
ヘ
ー

(
お
)

ゲ
ル
国
家
論
を
批
判
す
る
|
|
'
が
、
。
フ
ラ
ニ
オ
ル
の
民
法
教
科
書
の
補
訂
者
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
意
味
深
長
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

同
[
「
法
の
科
学
」
志
向
]

プ
ラ
ニ
オ
ル
は
、
自
然
法
に
つ
い
て
は
距
離
を
置
き
(
最
低
限
の
衡
平
・
良
識
の
格
率
と
一
言
う
に
止
ま
る
)
、
立
法
の
至
高
規
範
で
ほ
と

北法52(5・313)1717



シンポジウム

(
幻
)

ん
ど
空
虚
だ
と
も
4
z
E
1
0

む
し
ろ
、
個
人
的
意
見
に
左
右
さ
れ
な
い
、
「
実
定
規
律
」
「
個
別
的
法
の
認
識
」
を
目
指
す
「
法
の
科
学
」
を
志

(
お
)

向
す
る
。
従
っ
て
こ
こ
に
は
、
|
|
後
の
ケ
ル
ゼ
ン
的
な
純
粋
法
学
も
訪
御
さ
せ
る
|
|
新
カ
ン
ト
派
的
な
事
実
・
価
値
二
元
論
の
影
響

北法52(5・314)1718

が
窺
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
点
は
、

(
鈎
)

な
詰
め
は
弱
い
と
も
号
一

ア
メ
リ
カ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
の
性
格
と
も
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
両
者
と
も
に
規
範
的

し
か
し
こ
の
よ
う
な
実
証
主
義
的
色
彩
の
反
面
で
、
生
気
論

(
i
s
-
2
2
m
)
的
な
「
法
の
運
動
・
生
命
」
「
生
け
る
法
」
へ
の
関
心
が
あ
っ

(
初
)

た
と
さ
れ
る
。
ィ
ェ

l
リ
ン
グ
や
社
会
的
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
思
想
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
生
の
哲
学
」
の

影
響
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
点
は
、
彼
の
歴
史
主
義
へ
の
シ
ン
パ
シ
ー
に
も
繋
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

同
[
個
人
主
義
的
・
自
由
主
義
的
社
会
観
]

前
述
の
過
失
論
に
も
関
わ
る
が
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
の
個
人
主
義
的
・
自
由
主
義
的
色
彩
は
濃
厚
で
あ
る
(
も
っ
と
も
、
所
有
権
な
ど
の
権
利

(
訂
)

の
絶
対
性
に
つ
い
て
は
否
定
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
競
争
者
を
害
す
る
権
利
は
自
然
法
則
に
添
う
と
し
て
支
持
し
て
、
ド
イ
ツ
民
法
二
二
六

(
勾
)

条
[
権
利
濫
用
・
シ
カ

l
ネ
禁
止
規
定
]
に
も
批
判
的
で
あ
る
)
。
そ
し
て
こ
こ
に
は
、
彼
の
「
時
代
的
思
潮
の
落
と
し
子
」
的
側
面
が
あ

(
お
)

る
こ
と
は
否
め
ず
、
当
時
既
に
徐
々
に
起
こ
り
つ
つ
あ
っ
た
団
体
主
義
的
思
潮
に
は
、
充
分
に
対
応
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
で
、
わ
が
国
に
お
い
て
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
に
「
思
想
的
一
転
回
」
を
遂
げ
、
資
本
主
義
取
引
に
沿
う
「
動
的
安
全
保
護
」
か

(
鈎
)

ら
「
信
義
誠
実
則
の
強
調
」
に
至
っ
た
と
さ
れ
る
鳩
山
秀
夫
博
士
の
事
情
と
は
、
異
な
る
こ
と
に
な
り
(
も
っ
と
も
、
単
純
で
は
な
い
こ
と

は
、
次
述
す
る
[
同
参
照
]
)
、
ま
た
時
期
的
に
先
行
す
る
サ
レ
イ
子
マ
ジ
ェ
ニ

l
の
立
場
に
比
し
て
も
保
守
的
体
質
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

(
お
)

，刀

同
[
附
|
|
プ
ラ
ニ
オ
ル
と
鳩
山
の
類
似
性
]

と
こ
ろ
で
、
今
触
れ
た
鳩
山
博
士
は
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
よ
り
や
や
遅
れ
る
が
ほ
ぼ
同
時
代
人
で
あ
り
(
一
八
八
四
年
生
れ
。

一
九
二
六
年
に



東
大
退
官
し
て
、
一
九
四
六
年
に
死
去
)
、
実
務
及
び
学
界
へ
の
具
体
的
な
民
法
解
釈
学
レ
ベ
ル
で
の
影
響
力
が
甚
大
で
あ
っ
た
と
い
う
意

味
で
も
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
と
共
通
す
る
が
、
そ
の
法
思
想
は
意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
や
は
り
イ
ェ

l
リ
ン
グ
を
媒
介
と

レ
ミ
イ
教
授
が
分
析
さ
れ
る
プ
ラ
ニ
オ
ル
の
立
場
と
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
最
後
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

し
て
、

近代民法学の思考様式

す
な
わ
ち
、
鳩
山
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
(
一
九
一
一

1
一
九
一
四
年
)
[
ド
イ
ツ
・
ボ
ン
大
学
(
一
九
一
四
年
に
は
在
仏
)
]
を
終
え
ら
れ

て
の
第
一
作
目
「
法
律
生
活
の
静
的
安
全
及
び
動
的
安
全
の
調
節
を
論
ず
』
(
一
九
一
五
年
)
[
当
時
コ
二
歳
]
を
仔
細
に
見
る
と
、
そ
の
方

法
論
な
い
し
法
思
想
は
語
ら
れ
て
い
る
(
本
論
文
は
、
ド
イ
ツ
法
学
一
辺
倒
の
当
時
の
学
界
の
雰
囲
気
と
比
較
し
て
み
て
も
、
外
国
法
の
学

び
方
の
バ
ラ
ン
ス
及
び
学
際
性
と
い
う
面
で
、
異
例
に
視
野
が
広
い
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
)
。

①
(
功
利
主
義
の
影
響
)
ま
ず
そ
こ
で
は
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
と
同
様
に
イ
ェ

l
リ
ン
グ
を
志
向
さ
れ
、
そ
の
利
益
説
・
便
宜
説
に
は
、
イ
ギ

リ
ス
の
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
l
、
ミ
ル
な
ど
の
功
利
主
義
の
影
響
が
看
取
で
き
て
、
社
会
の
福
利
の
増
進
と
い
う
と
こ
ろ
に
利
害
調
整
[
さ
し
あ

(
お
)

た
り
は
、
「
静
的
安
全
」
と
「
動
的
安
全
」
の
調
節
]
の
基
準
を
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
出
て
い
る
(
利
益
[
功
利
]
以
外
に

も
、
正
義
[
感
情
]
の
占
め
る
位
置
も
否
定
し
な
い
が
、
例
外
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
に
止
ま
る
)
。
つ
ま
り
、
一
九
七
0
年
代
半
ば
に
わ

(
幻
)

が
国
で
「
法
と
経
済
学
」
が
紹
介
さ
れ
る
以
前
の
、
素
朴
な
形
で
の
功
利
主
義
は
利
益
衡
量
論
者
に
見
ら
れ
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
方
法
論
的

に
は
っ
き
り
し
た
形
で
、
既
に
そ
の
数
十
年
前
に
、
功
利
主
義
的
解
釈
論
が
説
か
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

②
(
双
方
向
的
利
益
配
慮
|
i
t
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
)
前
述
の
鳩
山
思
想
の
変
遷
の
叙
述
(
凶
参
照
)
に
は
、
我
妻
博
士
流
の
マ
ル
ク

ス
主
義
的
な
発
展
・
段
階
論
的
脚
色
が
加
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
も
映
り
、
博
士
の
論
文
か
ら
の
印
象
は
、
必
ず
し
も
「
動
的
安
全
重
視
」
と

北法52(5・315)1719

い
う
よ
う
な
、

一
方
向
的
・
単
線
的
な
も
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
双
方
向
的
な
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
立
場
で
あ
り
、
ー
ー
ー
か
つ
て
私
は
、
デ
リ
ダ
の
言
う
「
差
延
」
的
な
法
思
考
の
わ
が
国
で

(
お
)

の
前
駆
的
地
位
を
占
め
る
も
の
と
し
て
、
鳩
山
思
想
を
位
置
づ
け
た
こ
と
が
あ
る
か

1
!
日
静
的
安
全
・
動
的
安
全
の
]
い
ず
れ
を
主
と



シンポジウム

(
ぬ
)

し
、
い
ず
れ
を
従
と
な
す
べ
き
か
軽
々
に
抽
象
的
に
断
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
旨
の
叙
述
は
、
そ
れ
を
遺
憾
無
く
現
わ
し
て
お
り
、
我
妻

(
州
制
)

ヨ
リ
具
体
的
に
は
、
む
し
ろ
静
的
安
全
の
所
有
権
的
利
益
へ
の
配
慮
を
示
す
の
で
あ
り
、

博
士
の
指
導
原
理
論
と
は
趣
き
が
異
な
っ
て
い
る
。

そ
の
限
り
で
個
人
主
義
的
で
あ
り
、
前
述
の
フ
ラ
ニ
オ
ル
の
社
会
観
と
接
近
し
て
い
る
。

③
(
社
会
法
的
弱
者
保
護
思
想
の
充
填
)
他
方
で
動
的
安
全
は
、
単
な
る
「
資
本
主
義
取
引
の
要
請
」
に
尽
き
ず
、
事
務
管
理
に
よ
る
人

(
引
)

類
共
助
(
冨

g
お
宮
口

E
P
)
の
奨
励
、
労
働
契
約
の
意
思
の
公
益
上
の
制
限
な
ど
も
包
摂
す
る
、
勤
労
(
〉
号
2
8ロ
)
の
保
護
と
い
う
包
括

的
概
念
で
あ
り
、
内
容
豊
か
で
あ
り
、
従
来
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
程
単
純
な
意
味
で
は
な
い
(
な
お
、
こ
の
「
動
的
安
全
」
「
静
的
安

(
必
)

全
」
の
概
念
は
、
ド
ゥ
モ

l
グ
の
そ
れ
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
興
味
深
い
)
。

(
必
)

従
っ
て
こ
こ
に
は
、
弱
者
保
護
思
想
の
萌
芽
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
て
、
そ
の
後
『
財
産
法
改
正
問
題
』
(
一
九
二
O
年
)
、
「
債
権
法

に
お
け
る
信
義
誠
実
の
原
則
』
(
一
九
二
四
年
)
で
、
個
人
の
自
由
や
意
思
よ
り
も
団
体
主
義
的
思
潮
に
配
慮
を
示
さ
れ
、
そ
の
ウ
ェ
イ
ト

(
付
)

の
置
き
方
は
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
が
(
そ
の
限
り
で
は
、
ジ
ェ
ニ

l
・
サ
レ
イ
ユ
に
言
及
さ
れ
て
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
か
ら
離
れ
て
い
る
)
、
「
断

(
何
)

絶
・
転
回
」
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
鳩
山
博
士
の
姿
勢
は
「
改
良
的
傾
向
」
な
の
で
あ
り
、
我
妻
博
士
か
ら
見
れ
ば
、

の
印
象
を
与
え
る
が
、
そ
の
分
個
人
主
義
的
配
慮
は
残
し
て
い
る
の
で
あ
り
(
双

そ
の
「
歩
み
の
歩
幅
の
狭
い
憾
み
」
「
歩
み
の
堅
実
さ
」

方
向
性
)
、
そ
の
限
り
で
プ
ラ
ニ
オ
ル
的
側
面
を
残
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(川口)閉山恥ヨ〕子色、円ミ・

(shug
口。ぉ

-
5・口。∞

e・3
・

(
却
)
司

E
Z
E
T
4
4
E
E山

P
E問
Z42回
目
自
己
問
。
-
4
Q〈
戸

3
4
P
)
(「。・
0
・y
sコ
)
こ
口
。
J
Z∞
四
円
程
守
(
第
七
版
は
、
北
大
所
蔵
の
一
巻
の
一
番

古
い
も
の
で
あ
る
。
)

北法52(5・316)1720 



近代民法学の思考様式

(
幻
)
バ
ウ
ン
ド
で
転
回
が
は
か
ら
れ
る
以
前
の
[
一
九
世
紀
終
わ
り
か
ら
二
O
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
]
英
米
で
の
分
析
的
な
分
類
化
、

の
動
き
に
つ
い
て
は
、

F
玄
自
白
開
同
日
夕
〉
玄
凹
E
C
r
z
E
E
∞
E
C
E
Z
E
-
当
。
ム
ヨ
?
〉
呂
田
4
。
宮
、
(
E
n
o
d
ア
-
3
9
8
1
が
詳
し
い
。

(
泣
)
河
恥
ヨ
〕
子
宮
、
.
円
九
司
会
ミ
u
S
ロ
O
円
四
戸
∞
)
・
ロ
o
M
喧
(
司
・
5
)
目

(
お
)
m
2
4
・
E
h
・
ロ
2
斗
(
司
ふ
)
[
利
益
法
学
と
概
念
法
学
と
が
結
合
的
に
用
い
ら
れ
る
と
す
る
]
一
石
(
可
目
5
Y
E
e
-
-
凶
)
[
法
人
学
説
に
つ
き
、
ギ
l

ル
ケ
の
実
在
説
に
反
対
し
て
、
イ
ェ

i
リ
ン
グ
の
擬
制
説
を
支
持
し
て
い
る
]
a
n
・
も
っ
と
も
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
は
多
く
を
B
G
B
や
イ
ェ

i
リ
ン

グ
か
ら
学
び
つ
つ
、
そ
れ
を
明
示
的
に
述
べ
な
い
と
す
る
が
(
』
守
R
-
B
凶
(
℃
い
)
)
、
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の
学
者
に
つ
い
て
他
に
も
指
摘
で
き
る
こ

と
で
あ
る
(
例
え
ば
、
デ
リ
ダ
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
学
び
つ
つ
、
あ
ま
り
引
用
し
な
い
等
)
。

(剖

)
F
C
口
明
E
-
-
m
p
〉
菖
町
江
町
S
H
ト
内
同
b
~
河
町
内
H
~
な
ヨ
・
∞
M
C
-
旬、

PF-m凹〈-ARNAYB一円AFASロ・たい(-。凶AF)・

(
お
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
冒
問
。
玄
問
2
Z
Z
帽
子
「
〉
巧
〉
Z
U
吋
甲
山
開
冨
。
ロ
巴
空
豆
同
Z
U
3
2
2
∞
ヨ

5
・
3Jさ)』
Y
H
i

(
却
)
。
g
G
g
E
℃
何
『
F
F
Mえ
ι

川町民間弘、.。之内
3

K

H

之
内
、
2
b
句
=
町
内
『
E
h
宮
内
ミ
町
民
円
室
内
~
~
同
曲
目
N
E
こ
Z
H
開
Z
M
盟
。
2
2
-
開
Z
4
回
日
出
回
目
開
己
目
。
占
y
-
S
1
・
出
志
n
z
-
0
2
2【

コN
l
(
-
2
凶
)
・

(
幻
)
閉
山
凡
山
吉
〕
子
也
、
.
門
む
(
言
、
S
E
O
H
m
-
∞
)
ロ
。
ニ
(
司
品
)
・

(
お
)
刃
〉
Z
5
T
8
・
巧
む
な
吾
S
E
C
B
H
C
)
円
・
同
口
。
ム
・
〈
。
〕
B
N
B
E
E
-
m
E
d
-
S
R
・
口
。
z
E
岨弓

(
却
)
ア
メ
リ
カ
・
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
の
こ
の
よ
う
な
側
面
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
吉
田
邦
彦
・
民
法
解
釈
と
揺
れ
動
く
所
有
論
(
有
斐
閣
、

二
O
O
O
)
三
四
頁
以
下
を
参
照
。

(
初
)
聞
広
ヨ
予
告
門
ミ
・
(
と
も
5
5
お
お
)
口
。

3
で
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
訂
)
戸
〉
Z
5
「
・
毛
・
♀
・
(
h

呂
志
5
8
M
C
)門

-
E
。
ω
己
凶
[
五
四
四
条
の
書
き
方
を
批
判
す
る
]
・

(
詑
)
司
「
〉
Z
5
「
也
、
♀
・
(
h

吾
さ
き
向
。
。
)
こ
Z
c
s
-

(
お
)
こ
の
点
で
、
忍
ヨ
ア
也
、
.
門
ミ
・
(
己
号
、
む
き
四
2
5
・
E
2
z
e
-
-
O
)
き
お
全
峰
三
(
司
忌
)
口
C
H刊

-
Z
は
デ
ユ
ル
テ
ム
社
会
学
の
影
響
を
指
摘
さ
れ
る
が
、

共
同
体
主
義
的
色
彩
は
窺
え
ず
、
や
や
疑
問
で
あ
る
(
こ
れ
に
対
し
て
、
併
せ
て
カ
ン
ト
の
影
響
を
指
摘
さ
れ
る
限
り
で
は
了
解
で
き
る
)
。

(
M
)
さ
し
あ
た
り
、
我
妻
栄
「
債
権
法
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
原
則
|
序
」
鳩
山
秀
夫
・
同
名
書
(
有
斐
閣
、
一
九
五
五
)
一
一
一
頁
。

(
お
)
忍
ヨ
ア
司
、
.
号
(
言
、
E
5
8
-
∞
)
口
二
凶
(
司
∞
)
で
は
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
は
「
法
の
科
学
」
に
進
歩
主
義
的
使
命
を
与
え
て
お
ら
ず
、
あ
る
が
ま
ま

を
受
け
入
れ
る
実
証
主
義
を
説
い
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
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シンポジウム

(
部
)
鳩
山
秀
夫
「
法
律
生
活
の
静
的
安
全
及
び
動
的
安
全
の
調
節
を
論
ず
」
前
掲
書
(
注
(
鈍
)
)

の
指
摘
]
、
一
一
一
l

二
二
頁
、
一
九
頁
[
社
会
福
利
増
進
を
基
準
と
す
る
]
、
二
七
頁
。

(
幻
)
加
藤
一
郎
・
民
法
に
お
け
る
論
理
と
利
益
衡
旦
一
塁
(
有
斐
閣
、
一
九
七
四
)
六
八
i
六
九
頁
[
利
益
の
和
の
最
大
化
を
目
指
さ
れ
る
]

0

(
お
)
吉
田
・
前
掲
書
(
注
(
却
)
)
八
八
八
九
頁
。

(
却
)
鳩
山
・
前
掲
(
注
(
お
)
)
二
六
I
二
七
頁
。
動
産
物
権
、
不
動
産
物
権
の
扱
い
方
の
差
に
つ
い
て
も
、
そ
の
社
会
上
・
経
済
上
の
意
義
の
差

異
ゆ
え
に
、
主
義
の
撞
着
で
は
な
い
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
(
ニ
七
頁
)
に
も
、
博
士
の
柔
軟
さ
は
示
さ
れ
て
い
る
。

(
刊
)
鳩
山
・
向
右
三
O
頁
以
下
。
「
静
的
安
全
を
危
く
し
な
い
範
囲
で
、
動
的
安
全
保
護
を
図
る
の
が
適
当
な
政
策
で
あ
る
」
旨
述
べ
ら
れ
る
(
二

九
頁
)

0

(
引
)
前
者
は
、
鳩
山
・
同
右
二
八
頁
・
三
二
頁
、
後
者
は
、
同
上
二
八
頁
参
照
。

(
位
)
鳩
山
・
同
右
一
八
l

一
九
頁
参
照
。

(
必
)
こ
れ
に
対
し
て
、
我
妻
栄
「
民
法
に
於
け
る
『
信
義
則
』
理
念
の
進
展
」
同
書
四
四
六
頁
で
は
、
「
動
的
安
全
の
尊
重
論
」
は
、
「
取
引
安
全
」

の
指
針
に
支
配
さ
れ
て
い
て
「
取
引
」
的
色
彩
が
あ
っ
て
、
資
本
主
義
的
取
引
の
要
請
に
答
え
た
も
の
で
あ
り
、
資
本
主
義
の
粛
し
た
弊
害
の

是
正
[
社
会
的
不
平
等
の
是
正
]
の
理
想
の
た
め
に
は
充
分
で
は
な
い
と
さ
れ
る
が
、
私
の
理
解
は
少
し
異
な
る
。

(
H
H
)

鳩
山
「
債
権
法
に
於
け
る
信
義
誠
実
の
原
則
」
前
掲
書
(
注
(
但
)
)
二
五
五
頁
。
も
っ
と
も
牧
野
博
士
の
研
究
を
経
由
し
て
の
論
及
で
あ
る
。

(
羽
)
鳩
山
「
財
産
法
改
正
問
題
概
論
」
向
上
書
二
二
九
二
三
一
頁
[
革
命
的
傾
向
を
極
力
排
除
し
た
い
と
さ
れ
る
]
。

北法52(5・318)1722 

一
頁
[
イ
ェ

l
リ
ン
グ
の
功
利
主
義
的
側
面


